
新潟市公文書公開等審査会運営要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟市公文書公開等審査会（昭和６２年新潟市規則第６号。以下

「規則」という。）第１４条の規定に基づき、新潟市公文書公開等審査会（規則第７条

第１項の規定により部会に審査を行わせる場合にあっては、当該部会。以下「審査会」

という。）の運営に関し必要な事項を定める。 

（審査の原則） 

第２条 審査会は、新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）第１２条第１

項の規定に係るものにあっては実施機関から諮問された事項、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項において準用する同条第１項及び新

潟市死者情報の開示に関する条例（令和５年新潟市条例第５号）第１４条第１項の規定

に係るものにあっては市の機関から諮問された事項、新潟市議会の個人情報の保護に関

する条例（令和５年新潟市条例第２０号）第４５条第１項の規定に係るものにあっては

議長から諮問された事項、新潟市公文書管理条例（令和３年新潟市条例第３号）第１８

条第２項の規定に係るものにあっては市長から諮問された事項について審査する。 

（諮問の手続） 

第３条 審査会は、前条の規定により実施機関から諮問を受けるときは、当該実施機関に

対して、諮問書に次に掲げる資料の写しの添付を求めるものとする。 

（１）審査請求書 

（２）情報公開に係るものにあっては情報公開請求書、個人情報に係るものにあっては個人

情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書、死者情報に係るも

のにあっては死者情報開示請求書、特定歴史公文書に係るものにあっては特定歴史公

文書利用請求書 

（３）情報公開に係るものにあっては情報公開の決定に係る通知書、個人情報に係るものに

あっては個人情報の開示決定、訂正決定又は利用停止決定に係る通知書、死者情報に係

るものにあっては死者情報の開示決定に係る通知書、特定歴史公文書に係るものにあ

っては特定歴史公文書の利用決定に係る通知書 

（４）情報公開に係るものにあっては情報公開の決定に係る行政文書、個人情報に係るもの

にあっては個人情報の開示決定、訂正決定又は利用停止決定に係る保有個人情報又は

保有特定個人情報、死者情報に係るものにあっては死者情報の開示決定に係る死者情

報、特定歴史公文書に係るものにあっては特定歴史公文書の利用決定に係る特定歴史

公文書 

（５）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第９条第３項に

おいて読み替えて適用する法第２９条第２項に規定する弁明書 

（６）法第９条第３項において読み替えて適用する法第３０条第１項に規定する反論書が



提出されているときの当該反論書 

（７）法第９条第３項において読み替えて適用する法第３０条第２項に規定する意見書が

提出されているときの当該意見書 

（８）その他審査会が必要と認める資料 

（補佐人） 

第４条 規則第９条第２項に定める補佐人の数は各々４人以内とする。 

２ 前項に規定する補佐人は、審査会が必要と認めたときは、口頭で意見又は説明を述べ

ることができる。 

 （答申書の送付等） 

第５条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（会議の非公開） 

第６条 審査会の会議は公開しない。 

（議事録） 

第７条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。 

２ 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。 

３ 議事録は、公開しない。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

この要領は、平成３年１月１５日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２９日改正） 

この要領は、平成１３年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月１日改正） 

この要領は、平成１７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２日改正） 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月２６日改正） 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２８年４月２６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）附則第３号の規定によりなお従前の例によ

ることとされる不服申立てであって、この要領の施行前にされた処分又は不作為に係る

ものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月１１日改正） 



 （施行期日） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要領の規定は、この要領の施行の日以後に新潟市情報公開条例第１２条第１

項及び新潟市個人情報保護条例第２７条第１項の規定によりなされた審査請求について

適用し、同日前になされたものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年９月２２日改正） 

この要領中第１条の規定は令和３年１０月１日から、第２条の規定は新潟市文書館条例

（令和３年新潟市条例第５号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和５年３月３０日改正） 
 （施行期日） 
１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要領の施行前にされた処分又は不作為に係るものについては、なお従前の例によ

る。 


